
 

 

公益財団法人仙台市健康福祉事業団 行動計画 

 

職員が、仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい環境をつくることによって、その能力を 

十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１ 計画期間  令和２年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

２ 内  容 

 

 

  ＜対策＞ 

令和２年度～ ・妊娠、出産及び子を養育する職員に係る各種休暇及び職務専念義務免除制度 

 に関する資料の作成及び配布を通じて、各種休暇等の職場内への周知・啓発 

 を図る。 

・育児休業後に職員が復帰しやすくするため、休業中の職員への資料送付を通じ 

て、情報提供を行う。 

 

 

  ＜対策＞ 

令和２年度～ ・管理職を対象に、男性職員の育児休業及び配偶者の出産時における休暇の理解

を図る。 

・育児休業等の利用促進のため、管理職より職場内への周知・啓発を図る。 

 

 

＜対策＞ 

令和２年度～ 

 

 

 

令和３年度～ 

・所定外労働時間の原因の分析を行う。 

・前年度同月の所定外労働時間数との比較を行う。 

・管理職を対象に、所定外労働の事前命令及び休日労働する場合の振替休日の取 

 得徹底を図る。 

・職員１人当たりの年間所定外労働時間数を削減する。 

 

 

＜対策＞ 

令和２年度～ ・部署毎に年間業務計画を策定し、業務の効率化を図り、年次休暇を取得しやす  

 い環境をつくる。 

・前年度の年次休暇取得状況の調査を行う。 

・職員個人が年次休暇の取得目標を設定することにより、年次休暇の計画的な取 

 得を促す。 

・年次休暇の取得促進を図るため、職員間の業務の相互応援体制を整備する。 

令和３年度～ ・職員１人当たりの年次休暇の取得率（付与時間数に対する取得時間数）の向上 

 を図る。 

 

目標１ 妊娠中及び出産後の職員の各種休暇等の情報提供の充実 

目標２ 男性職員の育児休業等の利用促進 

目標３ 所定外労働の削減 

目標４ 年次休暇の取得促進 


